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資料 2 



頁 行

備　考

1 26 第３章　第１　１　水防本部の組織 第３章　第１　１　水防本部の組織

職員待機態勢の見直し

修正前 修正後

1

水 防

本部長

(副市長)

(教育長)

副本部長

避難部（教育部長・文化スポーツ部長）

消防公安部（消防長・副消防長・消防署長）

（市長）

情報管理部
（企画政策部長・総務部長・議会事務局長・監査事務局長）

【水防本部の組織図】

消防補助員
(各部配属）

動員部（総務部長）

救護福祉部（健康福祉部長・青少年子ども部長・市民生活部長）

物資供給部（産業部長）

本部事務局部（建設部長・総務部長・企画政策部長）

技術部（建設部長・上下水道部長・まちづくり推進部長、次長）

本部事務局部（建設部長・総務部長・企画政策部長）

動員部（総務部長）

救護福祉部
（健康福祉部長・青少年子ども部長・市民生活部長）

消防補助員
(各部配属）

技術部（建設部長・上下水道部長・まちづくり推進部長）

情報管理部
（企画政策部長・総務部長・議会事務局長・監査事務局長）

【水防本部の組織図】

水 防

本部長

(副市長)

(教育長)

副本部長

避難部
（教育部長・文化スポーツ部長）

消防公安部（消防長・副消防長・消防署長）

（市長）

物資供給部
（産業部長）



頁 行

備　考
修正前 修正後

2 1 第３章　第１　２　消防団の組織 第３章　第１　２　消防団の組織

表記の見直し

2 9 第３章　第１　３　水防組織にかかる人員配置一覧 第３章　第１　３　水防組織にかかる人員配置一覧

職員待機態勢の見直し

表記の見直し

2

 第５分団（高蔵寺地区）

 団　本　部

 第１分団（勝川地区）

団　長

(水防本部付)

副団長  第３分団（篠木地区）

 第４分団（鳥居松地区）

 第６分団（坂下地区）

(水防本部付)

２　消防団の組織

 第２分団（鷹来地区）

1 3 15 2 5 41 64 173 285 589

230 230

1 1 6 6 106 120

1 3 15 2 5 41 64 173 515 1 1 6 6 106 939

1 1 5 7

1 1 17 19

1 1 18 20

1 1 14 16

1 1 20 22

1 1 13 15

1 1 19 21

1 1 6 6 106 120

３　水防組織にかかる人員配置一覧
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 第 ６ 分団

 第 １ 分団

計

 団　本　部
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計

消

防
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頁 行

備　考
修正前 修正後

3 36 第３章　第１　４　水防本部の事務分担 第３章　第１　４　水防本部の事務分担

職員待機態勢の見直し

3

◎建設部長
（水防に関すること）

○上下水道部長
1  八田川、地蔵川の水位観測及び巡視

2  被害現地へ土のう積み込み運搬

3  浸水被害地区の排水対策

（調査に関すること）

1  浸水等被害通報地域への調査、巡視

2  その他危険箇所の調査、巡視

3  避難の指示、誘導

4  人命捜索、救助

5  危険箇所の確認巡視、応急対策

6  被害家屋の調査、資料の整理

7  道路地下道の交通整理

（復旧に関すること）

1  公共土木施設の被害調査、災害復旧

2  道路障害物の除去等

3  倒壊家屋対策、瓦礫対策

4  被災住宅対策

建築指導課

河川排水課長

上下水道業務課長

下水建設課長

上下水道経営課長

道路課長

公園緑地課長

○まちづくり推進部次長

公園緑地課

上下水道業務課

水道工務課

ニュータウン創生課

下水建設課

○まちづくり推進部長

建築指導課長

ニュータウン創生課長

技

　

　

術

　

　

部

河川排水課

都市整備課長

都市政策課

住宅施設課

住宅施設課長

水道工務課長

都市政策課長

上下水道経営課

都市整備課

道　路　課

◎建設部長

（水防に関すること）

○上下水道部長

1  八田川、地蔵川の水位観測及び巡視

2  被害現地へ土のう積み込み運搬

3  浸水被害地区の排水対策

（調査に関すること）

1  浸水等被害通報地域への調査、巡視

2  その他危険箇所の調査、巡視

3  避難の指示、誘導

4  人命捜索、救助

5  危険箇所の確認巡視、応急対策

6  被害家屋の調査、資料の整理

7  道路地下道の交通整理

（復旧に関すること）

1  公共土木施設の被害調査、災害復旧

2  道路障害物の除去等

3  倒壊家屋対策、瓦礫対策

4  被災住宅対策

ニュータウン創生課長

技

　

　

術

　

　

部

道　路　課

都市整備課

道路課長

河川排水課

上下水道業務課

都市政策課

下水建設課

建築指導課

河川排水課長

上下水道業務課長

下水建設課長

上下水道経営課長

公園緑地課長

住宅施設課

ニュータウン創生課

○まちづくり推進部長

建築指導課長

公園緑地課

水道工務課長

水道工務課

上下水道経営課

都市整備課長

都市政策課長

住宅施設課長



頁 行

備　考
修正前 修正後

4 12 第３章　第１　５　水防配備態勢 第３章　第１　５　水防配備態勢

字句変更

4

初動当番者（庁舎内各部の管理職２名を輪番制で 　春日井市に大雨注意報又

指定）の職員で、情報の収集、連絡ができる態勢 は洪水注意報が発表された

とする。 とき。

１次当番者（初動当番者２名に加え、庁内の総務 　庄内川又は八田川に水防

部・建設部・産業部・健康福祉部・まちづくり推 警報（準備）が発表された

進部・上下水道部のうち管理職４名を輪番制で指 とき。

定）の職員で、情報の収集、連絡ができる態勢と

する。

２次当番者（消防本部を除く庁内各部の主査職６

名を輪番制で指定）の職員で、情報の収集、連絡

ができる態勢とする。

・部長全員 　春日井市に大雨警報又は

・市民安全課、河川排水課及び下水建設課は全員 洪水警報が発表されたとき。

・技術部の課は、別に指示する職員 　庄内川又は八田川に水防

・その他技術部の課は、別に指示する職員 警報（出動）が発表された

・避難部の課は、課長及び主幹、管理職（課長級 とき。

　及び主幹を除く）・主査職の半数

・動員部の課は、管理職・主査職の各１名

・消防公安部においては非常召集に基づく招集者

・その他の課においては、各課管理職１名

・指定避難所配備職員は全員で、情報の収集及び

　市民からの被害通報による巡視、調査等ができ

　る態勢とする。

・部長及び統括担当者（主幹を含む）全員

・市民安全課、河川排水課及び下水建設課は全員

・その他技術部の課は、別に指示する職員

・消防公安部においては非常召集に基づく招集者

・その他の課においては、管理職（課長及び主幹

　を除く）・主査職の半数

・指定避難所配備職員は全員で、情報の収集及び

　市民からの被害通報による巡視、調査等ができ

　る態勢とする。

・部長及び統括担当者（主幹を含む）全員 　春日井市に大雨特別警報

・市民安全課、河川排水課及び下水建設課は全員 が発表されたとき。

・その他技術部の課は、別に指示する職員

・消防公安部においては非常召集に基づく招集者 　市の全域又は特定の地域

・全職員の概ね半数 に甚大な水害が発生すると

・指定避難所配備職員は全員で水防活動ができる 予測されるとき又は大規模

　態勢とする。 な災害が発生したとき。

対
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水
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初
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水
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常

配
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態
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配備態勢 配備時期

警

　

戒

　

本

　

部

初

動

態

勢

第

１

次

態

勢

第

２

次

態

勢



頁 行

備　考
修正前 修正後

5 3

資材の見直し
第４章　第１　１　水防資器材総括表 第４章　第１　１　水防資器材総括表

5

(袋) (袋)

(枚) (枚)

(丁)

44

+10

54

45

+40

85

27

+21

48

30

+10

40 1

(丁)

(丁) (丁)

(丁) (丁)

(巻) (巻)

(箱) (箱)

(丁) (丁)

(丁) (丁)

(丁) (丁)

(丁) (丁)

(本) (本)

(丁) (丁)

(枚) (枚)

(本) (本)

(台) (台)

(台) (台)

(巻) (巻)

(台) (台)

スコップ(剣、角)

0

10つるはし

たこづち

ビニールシート

1

かけや

10 13

23

2

1 2

ペンチ

穴橋

1 10

4 2

計

2

花長

8

照 明 具

クリッパー

41

土のう袋

0

番線

(200本入)

杭　　木

縄

おの 2 5

のこぎり 7

2

2

141

80

3

16,400

305

228

1

144 7 1

2

80

11

80

1 6 1

0 53 28

1

1

4 3

0

00

43

0

0

161

4

10

エンジンポンプ 1 14

0

1

発 電 機

3

0 4

0

5 8

10 0

02

1 1 61バール

0 0 10 0トラロープ

39なた・かま 22 9

1

38

9

1

2

800

4

20

1

2

120

0

1

4

上田楽

2,600

熊野

10

61

備蓄資材・器材

200

105064

6,400

追進

6,400



頁 行

備　考
修正前 修正後

7 37 第５章　第１　水防注意箇所 第５章　第１　水防注意箇所

県水防計画との整合

6

右

～

右

～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右 ～

右

～

右

～

図面

番号

河川名

左

右

位　置 地  先  名

延長

(m)

重要

度

種　 別

摘 　　 要

（水防工法）

19 庄内川

29.0k 29.0k +100m

上条町
100 Ｂ 堤防断面

断面不足

（シート張り工）

29.0k +40m 29.2k +100m

上条町
100 Ｂ 堤防高

暫定堤防、河積不足

（積土のう工）

29.0k +90m 29.0k +100m

上条町
40 Ｂ 法崩れすべり

発生する恐れ、川裏

（シート張り工）

20 庄内川

29.0k +160m 29.4k +100m 桜佐町

450 Ｂ 堤防断面

暫定堤防

（積土のう工）

29.0k +160m 30.2k +30m
桜佐町、熊野町

1,100 Ｂ 堤防高

暫定堤防、河積不足

（積土のう工）

21 庄内川

29.2k -20m 30.8k
桜佐町

1,550 Ｂ 法崩れすべり

発生する恐れ、川裏

（シート張り工）

22 庄内川

29.4k +100m 30.4k +30m 桜佐町、熊野町

610 Ｂ 堤防断面

断面不足、天端不足

（ｼｰﾄ張り工）

29.4k +150m 29.6k +90m
桜佐町

150 Ｂ 水衝洗堀

洗堀の暫定施工

(木流し工）

23 庄内川

29.8k +80m 30.0k +30m 熊野町

170 要 旧川跡

Ｈ２１再点検実施

24 庄内川

30.2k +100m 30.4k +30m
熊野町

130 Ｂ 堤防高

暫定堤防

（積土のう工）

30.2k +100m 30.4k +30m
熊野町

130 Ｂ 堤防断面

断面不足

（ｼｰﾄ張り工）

25 庄内川

30.4k +30m 31.0k +100m 熊野町

470 Ｂ 堤防高

河積不足

（積土のう工）

30.4k +180m 30.6k +80m
熊野町

130 要 旧川跡

Ｈ２１再点検実施

26 庄内川

31.2k +120m 32.0k +100m 熊野町～神領町

730 Ｂ 堤防高

河積不足

（積土のう工）

27 庄内川

31.4k +110m 31.8k +70m
神領町

360 要 旧川跡

Ｈ２１再点検実施

28 庄内川

32.0k +150m 32.2k +50m
神領町

80 Ｂ 堤防高

暫定堤防、河積不足

（積土のう工）

29 庄内川

32.2k +50m 32.2k +100m
神領町

70 Ｂ 堤防高

河積不足

（積土のう工）

32.2k +140m 32.4k +100m
大留町

200 Ｂ 堤防高

河積不足

（積土のう工）

30 庄内川

32.4k -60m 32.6k -60m 大留町

160 要 旧川跡

Ｈ２１再点検実施

31

庄内川

32.6k +50m 32.8k +40m
大留町

190 要 新堤防
Ｈ25築堤（嵩上げ）

庄内川

32.6k +60m 32.8k +20m
大留町

190 Ｂ 堤防高

河積不足

（積土のう工）

32 庄内川

32.8k +80m 33.6k +50m
大留町

770 Ｂ 堤防高

暫定堤防、河積不足

（積土のう工）

33 庄内川

33.6k +50m 34.0k -30m
大留町～気噴町

320 Ｂ 堤防高

暫定堤防、河積不足

（積土のう工）

34 庄内川

33.8k +100m 33.8k +180m 大留町

80 要 旧川跡

Ｈ２１再点検実施

35 庄内川

34.0k +160m 34.2k +150m
気噴町

260 Ｂ 堤防高

河積不足

（積土のう工）

36 庄内川

34.4k -10m 34.6k +100m 気噴町

310 Ａ 堤防高

暫定堤防、河積不足

（積土のう工）

37 庄内川

35.6k +30m 35.8k +100m
高蔵寺町

260 Ｂ 堤防高

暫定堤防、河積不足

（積土のう工）

35.8k +100m 36.0k +100m
高蔵寺町

150 Ａ 堤防高

暫定堤防、河積不足

（積土のう工）

38 庄内川

36.0k +100m 36.4k +60m

高蔵寺町
310 Ｂ 堤防高

暫定堤防、河積不足

（積土のう工）

36.0k +180m 36.2k

高蔵寺町
20 Ｂ 水衝洗堀

洗堀の未施工

(木流し工）



頁 行

備　考
修正前 修正後

8 9

追加

県水防計画との整合

7

右

～

左

右

右

～

左

右

左

～

左

～

左

右

左 ～

左 ～

左

～

右 ～

右 ～

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左 ～

右 ～

右 ～

左 ～

左 ～

左

右

右 ～

図面

番号

河川名

左

右

位　置 地  先  名

延長

(m)

重要

度

種　 別

摘 　　 要

（水防工法）

39 庄内川

36.6k +160m 37.0k +180m

高蔵寺町～玉野町

430 Ａ 堤防高

河積不足

（積土のう工）

40 庄内川

38.4k +30m （玉野橋）

瀬戸市川平町～

玉野町

１箇所 Ａ 工作物

H26.5築堤

（嵩上げ）

41 庄内川

38.8k +50m 39.4k +100m

玉野町

630 Ａ 堤防高

暫定堤防、河積不足

（積土のう工）

42 庄内川

40.k +75m （城嶺橋）

瀬戸市川平町～

玉野町

１箇所 Ａ 工作物 桁下不足

43 八田川

0.5k 0.7k

御幸町

200 Ｂ 堤防高

堤防高不足

（積土のう工）

44 八田川

0.5k 0.6k

御幸町

100 Ｂ 堤防断面

堤防断面不足

（積土のう工）

45 八田川

0.6k +74m （御幸橋）

御幸町～名古屋市北

区東味鋺

１箇所 Ａ 工作物

疎通能力不足

（積土のう工）

46 八田川

0.7k +70m 0.9k
御幸町

130 Ｂ 堤防強度

法面不良

(ｼｰﾄ張り工）

47 八田川

0.7k 1.8k +70m

御幸町～

知多町(知多橋)

1,170 Ａ 堤防高

堤防高不足

（積土のう工）

48 八田川

0.7k 1.8k

御幸町～知多町

1,100 Ａ 堤防断面

堤防断面不足

パラペット

(積土のう工）

49 八田川

1.7k 1.8k
花長町

100 Ｃ 堤防高

堤防高不足

（積土のう工）

50 八田川

1.8k 1.8k +70m 花長町(知多橋)

70 Ｂ 堤防高

堤防高不足

（積土のう工）

51 八田川

1.9k +6m （上下水道橋）
知多町～花長町

１箇所 Ａ 工作物

疎通能力不足

（積土のう工）

1.9k +33m （花長橋）
知多町～花長町

１箇所 Ａ 工作物

疎通能力不足

（積土のう工）

52 八田川

2.1k +42m （十五丁橋）
知多町～花長町

１箇所 Ａ 工作物

疎通能力不足

（積土のう工）

53 八田川

2.2k +23m （NTT専用橋）
知多町～味美町

１箇所 Ａ 工作物

疎通能力不足

（積土のう工）

54 八田川

2.4k +82m （東漸寺橋）
知多町～味美町

１箇所 Ａ 工作物

疎通能力不足

（積土のう工）

55 八田川

3.4k +26m （稲口橋） 旭町～稲口町

１箇所 Ａ 工作物

疎通能力不足

（積土のう工）

56 八田川

3.7k +50m 3.9k
柏原町

150 Ｃ 堤防高

堤防高不足

（積土のう工）

57 八田川

右 3.7k +50m

～

3.9k 如意申町

150

Ｃ 堤防高

堤防高不足

（積土のう工）

Ｂ 堤防断面

パラペット

（積土のう工）

58 八田川

右 3.9k

～

4.1k
如意申町

200

Ｃ 堤防高

堤防高不足

（積土のう工）

Ａ 堤防断面

パラペット

（積土のう工）

59 八田川

4.1k 4.3k
如意申町～朝宮町

200 Ｃ 堤防高

堤防高不足

（積土のう工）

60 八田川

4.3k 4.4k +20m
朝宮町

120 Ａ 堤防高

堤防高不足

（積土のう工）

61 八田川

4.3k 4.4k +10m
柏原町

110 Ｃ 堤防高

堤防高不足

（積土のう工）

62 八田川

4.4k 4.4k +10m
柏原町

10 Ｂ 堤防強度

法面不良

(ｼｰﾄ張り工）

63 八田川

4.4k +22m （朝宮橋） 柏原町～朝宮町

１箇所 Ａ 工作物

疎通能力不足

（積土のう工）

64 八田川

4.5k +50m 4.7k
朝宮町

150 Ｃ 堤防高

堤防高不足

（積土のう工）
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9 1

表記の見直し

8

左

右

左

右

〃

鋼製電動ｽﾙｰｽｹﾞｰﾄ

82 内津川

中央電動式

(鋼製電動ｽﾙｰｽｹﾞｰﾄ)

84

新木津用水 高山制水門

朝宮町 〃

83

新木津用水

〃 大手町

木津用水土地改良区

〃

81 〃 〃 上条町 上条用水

鋼製電動ｽﾙｰｽｹﾞｰﾄ

〃

〃 桜佐町 上条用水 〃

手動巻上

電動ｽﾙｰｽｹﾞｰﾄ

78 庄内川

〃 手動巻上

80 〃 〃 大留町 高貝用水

79 〃 〃 熊野町 〃 〃

77 〃 林島樋門 林島町 〃

木製ﾏｲﾀｰｹﾞｰﾄ

〃

樋門 桜佐町 上条用水 産業部長

木製転倒式

鋼製電動ｽﾙｰｽｹﾞｰﾄ

74 〃

〃

ﾌﾛｰﾄｹﾞｰﾄｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ

手動巻上併設

76 地蔵川 転倒堰 勝川町 愛知県(建設)

75 〃 〃 桜佐町 〃 〃

73 内津川 〃 熊野町北 〃

鋼製電動ｽﾙｰｽｹﾞｰﾄ

〃

〃 熊野町 〃 〃

鋼製手動ｽﾙｰｽｹﾞｰﾄ

動力巻上

70 〃

〃 鋼製電動ｽﾙｰｽｹﾞｰﾄ

72 〃 〃 神領町 〃

71 〃 〃 中切町 春日井市 〃

〃 松河戸町 春日井市 建設部長

巡視責任者 構　　造

手動巻上

手動巻上

69 庄内川 排水樋門 御幸町 国土交通省 上下水道部長

　　　　　　　　　  要　は、要注意区間を言う。

（３）水門

図面

番号

河川名 名　称 位　置 管理責任者

※表中、重要度欄の  Ａ　は、水防上最も重要な区間を言う。

 　　　　　　　　　 Ｂ　は、水防上次に重要な区間を言う。

　　　　　　　　　  Ｃ　は、水防上やや危険な区間を言う。

漏水 市 産業部長 土堰堤

68 庄名新池

67 庄名古池

庄名町 150m 150 m Ｂ

構　造

延長 責任者 責任者

Ａ 工作物

疎通能力不足

（積土のう工）

（２）ため池

図面

番号

ため池名 地　名 堤　長

注意堤長

重要

度

Ａ 工作物

理由

管理 巡視

疎通能力不足

（積土のう工）

66 八田川

4.7k +14m （御殿橋）
朝宮町

１箇所

重要

度

種　 別

摘 　　 要

（水防工法）

65 八田川

4.5k +36m （広田橋）
朝宮町

１箇所

図面

番号

河川名

左

右

位　置 地  先  名 延長(m)
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県水防計画との整合

9

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

庄内川 右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

　第２　注意区域とその対策

（１）水防活動計画

ア　河川

図面

番号

河川名

左

右

地  先  名 延長(m)

重要

度

種　 別 水防工法 避難先 避難誘導責任者

1 庄内川

御幸町～勝川町

770 Ｂ

堤防高

積土のう工 山王小 水防責任者(市長)

御幸町～勝川町

370 Ｂ

法崩れす

べり

シート張り工

〃 〃

2 庄内川

御幸町～勝川町

1,370 Ｂ

法崩れす

べり

シート張り工

〃 〃

御幸町～勝川町

150 Ｂ

水衝洗堀

木流し工 〃 〃

3 庄内川

勝川町～長塚町

460 Ｂ

堤防断面 シート張り工

〃 〃

勝川町～松河戸町

950 Ｂ

堤防高
積土のう工

〃 〃

4 庄内川

長塚町～松河戸町

430 Ｂ

堤防断面
シート張り工

小野小 〃

勝川町～松河戸町

90 Ａ

漏水 月の輪工

〃 〃

5 庄内川

松河戸町

190 Ｂ

堤防高

松河戸町

130 Ｂ

堤防断面

積土のう工

〃 〃

松河戸町

130 Ｂ

堤防高
積土のう工

〃 〃

シート張り工

〃 〃

6 庄内川

松河戸町

580 Ｂ

堤防高

積土のう工 〃 〃

7 庄内川

松河戸町

110 要

旧川跡

〃 〃

8 庄内川

松河戸町

150 Ｂ

堤防高

積土のう工 〃 〃

9 庄内川

松河戸町～中切町

650 Ｂ

堤防高

積土のう工 〃 〃

10 庄内川

松河戸町～中切町

～下津町～上条町

1,300 要

旧川跡

〃 〃

松河戸町

730 Ｂ

法崩れす

べり

シート張り工

〃 〃

11

中切町～下津町

230 Ｂ

水衝洗堀

木流し工 〃 〃

12 庄内川

中切町～下津町

180 Ｂ

法崩れす

べり

シート張り工

上条小 〃

上条町

1,470 Ｂ

堤防高

積土のう工

〃 〃

13 庄内川

上条町

370 Ｂ

法崩れす

べり

シート張り工

〃 〃

14 庄内川

上条町

860 Ｂ

水衝洗堀

木流し工 〃 〃

15 庄内川

上条町

100 要

旧川跡

〃 〃

16 庄内川

上条町

400 要

旧川跡

Ｈ２０ドレーン工

〃 〃

17 庄内川

上条町

250 Ｂ

漏水
月の輪工

〃 〃

18 庄内川

上条町

１箇所 Ａ

工作物

〃 〃

19 庄内川

上条町

100 Ｂ

堤防断面
シート張り工

神領小 〃

上条町

100 Ｂ

堤防高

積土のう工 〃 〃

上条町

40 Ｂ

法崩れす

べり

シート張り工

〃 〃

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

庄内川 右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

19 庄内川

上条町

上条町

月の輪工

250 Ｂ

Ｂ

堤防断面

〃

漏水 月の輪工

〃Ａ

堤防断面

〃

小野小

〃

上条町

40 Ｂ

法崩れす

べり

漏水

100

100

１箇所 Ａ

工作物

〃 〃

左

右

地  先  名 延長(m)

上条町

〃

〃

積土のう工

堤防断面

　第２　注意区域とその対策

（１）水防活動計画

ア　河川

図面

番号

河川名

シート張り工

御幸町～勝川町

770 Ｂ

堤防高

避難誘導責任者

シート張り工

〃

シート張り工

〃

水防責任者(市長)

〃

〃

山王小

長塚町～松河戸町

430

水防工法 避難先

重要

度

種　 別

Ｂ

法崩れす

べり

Ｂ

法崩れす

べり

3 庄内川

勝川町～長塚町

460 Ｂ

シート張り工

4 庄内川

勝川町～松河戸町

90

積土のう工

〃

〃

勝川町～松河戸町

950 Ｂ

堤防高

Ｂ

積土のう工

〃

〃

5 庄内川

松河戸町

190 Ｂ

堤防高

松河戸町

積土のう工

〃 〃

松河戸町

130 Ｂ

堤防断面 シート張り工

〃 〃

堤防高

130

6 庄内川

松河戸町

580 Ｂ

堤防高

Ｂ

積土のう工 〃 〃

7 庄内川

松河戸町

110 要

旧川跡

〃 〃

8 庄内川

松河戸町

150 Ｂ

堤防高

積土のう工 〃 〃

9 庄内川

松河戸町～中切町

650 Ｂ

堤防高

積土のう工 〃 〃

〃

松河戸町

730 Ｂ

法崩れす

べり

シート張り工

〃 〃

松河戸町～中切町

～下津町～上条町

1,300 〃

10 庄内川

要

旧川跡

Ｂ

水衝洗堀

中切町～下津町

180 Ｂ

法崩れす

べり

〃 〃

〃 〃

木流し工 〃 〃

積土のう工

シート張り工

〃

ドレーン工

15 庄内川

上条町

100 要

旧川跡

上条町

400 要

旧川跡

〃 〃

Ｂ

堤防高

積土のう工 〃

シート張り工

神領小 〃

〃

〃

シート張り工

〃

御幸町～勝川町

150 Ｂ

水衝洗堀

木流し工 〃

1 庄内川

2 庄内川

御幸町～勝川町

370

御幸町～勝川町

1,370

シート張り工

上条小 〃

中切町～下津町

230

〃

上条町

1,470 Ｂ

堤防高

13 庄内川

上条町

370 Ｂ

法崩れす

べり

木流し工 〃 〃14 庄内川

上条町

860 Ｂ

水衝洗堀

16 庄内川

17 庄内川

11

12 庄内川

〃 〃18 庄内川

上条町
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10

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

左

右

右

左

右

左

図面

番号

河川名

左

右

地  先  名 延長(m)

重要

度

種　 別 水防工法 避難先 避難誘導責任者

20 庄内川

桜佐町

450 Ｂ

堤防断面
積土のう工

神領小 水防責任者(市長)

桜佐町、熊野町

1,100 Ｂ

堤防高 積土のう工

〃 〃

21 庄内川

桜佐町

1,550 Ｂ

法崩れす

べり

シート張り工

〃 〃

22

庄内川

桜佐町、熊野町

610 Ｂ

堤防断面 シート張り工

〃 〃

庄内川

桜佐町

150 Ｂ

水衝洗堀

木流し工 〃 〃

23 庄内川

熊野町

170 要

旧川跡

〃 〃

24 庄内川

熊野町

130 Ｂ

堤防高

積土のう工 〃 〃

熊野町

130 Ｂ

堤防断面 シート張り工

〃 〃

25 庄内川

熊野町

470 Ｂ

堤防高

積土のう工 〃 〃

熊野町

130 要

旧川跡

〃 〃

26 庄内川

熊野町～神領町

730 Ｂ

堤防高

積土のう工 〃 〃

27 庄内川

神領町

360 要

旧川跡

〃 〃

28 庄内川

神領町

80 Ｂ

堤防高

積土のう工 〃 〃

29 庄内川

神領町

70 Ｂ

堤防高

積土のう工 〃 〃

大留町

200 Ｂ

堤防高

積土のう工 〃 〃

30 庄内川

大留町

160 要

旧川跡

〃 〃

31 庄内川

大留町

190 要

新堤防

嵩上げ 出川小 〃

大留町

190 Ｂ

堤防高

積土のう工 〃 〃

32 庄内川

大留町

770 Ｂ

堤防高

積土のう工 〃 〃

33 庄内川

大留町～気噴町

320 Ｂ

堤防高

積土のう工 〃 〃

34 庄内川

大留町

80 要

旧川跡

〃 〃

35 庄内川

気噴町

260 Ｂ

堤防高

積土のう工 不二小 〃

36 庄内川

気噴町

310 Ａ

堤防高

積土のう工 〃 〃

37 庄内川

高蔵寺町

260 Ｂ

堤防高

積土のう工 高座小 〃

高蔵寺町

150 Ａ

堤防高

積土のう工 〃 〃

38 庄内川

高蔵寺町

310 Ｂ

堤防高

積土のう工 〃 〃

高蔵寺町

20 Ｂ

水衝洗堀

木流し工 〃 〃

39 庄内川

高蔵寺町～

       玉野町

430 Ａ

堤防高

積土のう工 〃 〃

40 庄内川

瀬戸市川平庁～

玉野町(玉野橋)

１箇所 Ａ

工作物

嵩上げ 玉川小 〃

41 庄内川

玉野町

630 Ａ

堤防高

積土のう工 〃 〃

42 庄内川

瀬戸市川平庁～

玉野町(城嶺橋)

１箇所 Ａ

工作物

〃 〃

43 八田川

御幸町

200 Ｂ

堤防高

積土のう工 山王小 〃



頁 行

備　考
修正前 修正後

12 4

追加

県水防計画との整合

11

左

左

右

左

左

左

右

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

右

左

左

左

右

右

左

右

左

右

水防責任者(市長)

68 庄名新池

67 庄名古池

庄名町 漏　　水 月の輪工 不二小

イ　ため池

図面

番号

ため池名 地 先 名 種　　別 水防工法 避難先 避難誘導責任者

〃

66 八田川

朝宮町(御殿橋)

１箇所 Ａ

工作物

積土のう工 〃 〃

〃 〃

65 八田川

朝宮町

（広田橋）

１箇所 Ａ

工作物

積土のう工 〃

積土のう工 〃 〃

64 八田川

朝宮町

150 Ｃ

堤防高

積土のう工

63 八田川

柏原町～朝宮町

（朝宮橋）

１箇所 Ａ

工作物

〃

62 八田川

柏原町

10 Ｂ

堤防強度
シート張り工

〃 〃

〃 〃

61 八田川

柏原町

110 Ｃ

堤防高

積土のう工 柏原小

積土のう工 〃 〃

60 八田川

朝宮町

120 Ａ

堤防高

積土のう工

59 八田川

如意申町～

       朝宮町

200 Ｃ

堤防高

堤防高

積土のう工 松山小 〃

Ａ

堤防断面

積土のう工 〃 〃

58 八田川

右
如意申町

200

Ｃ

堤防高

積土のう工 柏原小 〃

Ｂ

堤防断面

積土のう工 〃 〃

57 八田川

右
如意申町

150

Ｃ

〃

56 八田川

柏原町

150 Ｃ

堤防高

積土のう工 松山小 〃

〃 〃

55 八田川

旭町～稲口町

（稲口橋）

１箇所 Ａ

工作物

積土のう工 〃

積土のう工 〃 〃

54 八田川

知多町～味美町

（東漸寺橋）

１箇所 Ａ

工作物

積土のう工

53 八田川

知多町～味美町

（NTT専用橋）

１箇所 Ａ

工作物

〃

52 八田川

知多町～花長町

（十五丁橋）

１箇所 Ａ

工作物

積土のう工 〃 〃

知多町～花長町

（花長橋）

１箇所 Ａ

工作物

積土のう工 〃

〃

51 八田川

知多町～花長町

（上下水道橋）

１箇所 Ａ

工作物

積土のう工 〃 〃

〃 〃

50 八田川

花長町(知多橋)

70 Ｂ

堤防高

積土のう工 〃

積土のう工 〃 〃

49 八田川

花長町

100 Ｃ

堤防高

積土のう工

48 八田川

御幸町～知多町

1,100 Ａ

堤防断面

〃

47 八田川

御幸町～知多町

（知多橋）

1,170 Ａ

堤防高

積土のう工 味美小 〃

〃 〃

46 八田川

御幸町

130 Ｂ

堤防強度
シート張り工

〃

積土のう工 山王小 水防責任者(市長)

45 八田川

御幸町～東味鋺

（御幸橋）

１箇所 Ａ

工作物

積土のう工

種　 別 水防工法 避難先 避難誘導責任者

44 八田川

御幸町

100 Ｂ

堤防断面

図面

番号

河川名

左

右

地  先  名 延長(m)

重要

度



頁 行

備　考
修正前 修正後

13 5 第６章　第１　１　気象及び洪水についての予報・警報 第６章　第１　１　気象及び洪水についての予報・警報

地域防災計画との整合

12

第１　水防に関連する予報・警報の種類と発表基準

１　気象及び洪水についての予報・警報

春日井市

内津川流域＝１６

流域雨量指数基準

地蔵川流域＝　６

内津川流域＝１３

４０ｍｍ３０ｍｍ

７０ｍｍ

平坦地以外１時間雨量平坦地１時間雨量

土　砂　災　害

平坦地１時間雨量

浸　　水　　害

５０ｍｍ

（春日井市の指数）

４０ｍｍ

平坦地１時間雨量 土壌雨量指数基準

９７

土壌雨量指数基準

１３８

平坦地以外１時間雨量

３０ｍｍ

７０ｍｍ５０ｍｍ

平坦地１時間雨量 流域雨量指数基準

春日井市

平坦地以外１時間雨量

春日井市

第６章　水防に関連する予報・警報

第６章　水防に関連する予報・警報第６章　水防に関連する予報・警報

第６章　水防に関連する予報・警報

（１）大雨注意報

（春日井市の指数）

（２）洪水注意報

（春日井市の指数）

（春日井市の指数）

春日井市

（４）洪水警報

（３）大雨警報

平坦地以外１時間雨量

地蔵川流域＝１１

第１　水防に関連する予報・警報の種類と発表基準

１　気象及び洪水についての予報・警報

    内津川流域 ＝ １７ 内津川流域 ＝（１０，１６．８）

    八田川流域 ＝ １１．４ 八田川流域 ＝（１０，１０．２）

　  地蔵川流域 ＝ １１．３ 庄内川流域 ＝（１０，４３．８）

春日井市

流域雨量指数基準 複合基準

浸　　水　　害

表面雨量指数基準

２２

複合基準

内津川流域 ＝（１０，１０．９）

八田川流域 ＝（　６，　８．７)

地蔵川流域 ＝（　６，　６．４）

庄内川流域 ＝（　８，１９．２）

春日井市

流域雨量指数基準

    内津川流域 ＝ １３．６

    八田川流域 ＝ 　９．１

　  地蔵川流域 ＝   ９

表面雨量指数基準

１２

土壌雨量指数基準

９７

土　砂　災　害

（４）洪水警報

（３）大雨警報

春日井市

土壌雨量指数基準

１３８

第６章　水防に関連する予報・警報

第６章　水防に関連する予報・警報第６章　水防に関連する予報・警報

第６章　水防に関連する予報・警報

（１）大雨注意報

（２）洪水注意報

春日井市

（春日井市の指数）

（春日井市の指数）

（春日井市の指数）

（春日井市の指数）



頁 行

備　考
修正前 修正後

14 3 第７章　第１　水防警報の意義 第７章　第１　水防警報の意義

字句変更

14 20 第７章　第３　１　水防警報の対象水位観測所及び発令基準 第７章　第３　１　水防警報の対象水位観測所及び発令基準

県水防計画との整合

表記の見直し

13

第１　水防警報の意義

第７章　水防警報

第７章　水防警報第７章　水防警報

第７章　水防警報

　指定河川について国土交通大臣又は知事が洪水又は高潮によって災害が起こる恐れが

　あると認められたとき、水防を行う必要がある旨を警告して行う発表であり、水防管

　理団体の水防活動に指針を与えることを本質とする。（法第１６条第１項）

　国土交通省大臣が水防警報を行う河川

　愛知県知事が水防警報を行う河川

4.70

観測所

名古屋市

春日井市

北名古屋市

豊 山 町

尾張建設

事務所長

6.66

6.66

5.70

河川

第３　水防警報を発表する基準

庄内川

所在地

(位置)

水防団

待機

水位

１　水防警報の対象水位観測所及び発令基準

庄内川

河川事務

所長

氾濫

注意

水位

出動

水位

計画高

水位

堤防高

上：左岸

下：右岸

発令者 対象団体

春日井市

味美町

３丁目右岸

合流点から

2.4k

名古屋市

春日井市

瀬 戸 市

志段味

名古屋市

守山区

中志段味

左岸32.7k

付近

3.40 4.60 5.20 7.50

10.34

8.18

4.50

計画高

水位

堤防高

上：左岸

下：右岸

発令者 対象団体

所在地

(位置)

水防団

待機

水位

氾濫

注意

水位

出動

水位

味美八田川

3.90

河川 観測所



頁 行

備　考
修正前 修正後

15 16 第７章　第４　水防警報伝達系統 第７章　第４　水防警報伝達系統

字句変更

14

名古屋地方気象台

インターネット(市町村向け川の防災情報)

凡

例

名古屋市

インターネット(市町村向け川の防災情報)

関係消防機関

春日井市

瀬 戸 市

関係消防機関

愛知県河川課

尾張県民事務所

一般回線ファックス

高度情報通信ネットワーク

防災局災害対策課

春日井市

高度情報通信ネットワーク

一般回線ファックス

庄内川河川事務所

第４　水防警報伝達系統

１庄内川（志段味地区）

愛知県河川課

(市町村向け川の防災情報)

関係機関

２八田川（春日井地区）

名古屋地方気象台

尾張建設事務所

尾張県民事務所

尾張建設事務所

凡

例

防災局災害対策課

名古屋市



頁 行

備　考
修正前 修正後

18 7 第８章　第５　１　国土交通大臣が指定した河川 第８章　第５　１　国土交通大臣が指定した河川

字句変更

15

第５　洪水予報伝達系統

関係市町村

その他の関係地方機関

専用電話

報道機関等

瀬戸保健所、春日井保健所

清須保健所、津島保健所

本庁各部局

(県警察本部を除く)

清須市、北名古屋市、あま市

気象台通信網

庁内連絡

尾張建設事務所

海部建設事務所⇒海部地区水防事務組合

河川課 尾張県民事務所

豊山町、大治町、蟹江町、関係消防機関

凡

　

例

一般回線ファックス

高度情報通信ネットワーク

尾張農林水産事務所

海部農林水産事務所

１　国土交通大臣が指定した河川

中部管区警察局 県警察本部 関係警察署

庄内川河川事務所

県防災局災害対策課

名古屋市、瀬戸市、春日井市、小牧市

陸上自衛隊第１０師団司令部

名古屋地方気象台

尾張県民事務所海部県民センター



頁 行

備　考
修正前 修正後

18 34 第８章　第６　１　知事が水位情報の周知を行う河川 第８章　第６　１　知事が水位情報の周知を行う河川

字句変更

16

内津川

防災局災害対策課

凡

例

一般回線ファックス

高度情報通信ネットワーク

インターネット(市町村向け川の防災情報)

関係消防機関

尾張建設事務所

春日井市

愛知県河川課

尾張県民事務所

名古屋地方気象台

第６　水位情報伝達系統

八田川

インターネット(市町村向け川の防災情報)

豊山町

愛知県河川課

関係消防機関

防災局災害対策課

凡

例

一般回線ファックス

高度情報通信ネットワーク

尾張建設事務所

名古屋市

北名古屋市

春日井市

１　知事が水位情報の周知を行う河川

名古屋地方気象台

尾張県民事務所



頁 行

備　考
修正前 修正後

19 15 第９章　第１　１　春日井市雨量観測所 第９章　第１　１　春日井市雨量観測所

表記の見直し

17

１　春日井市雨量観測所

第９章　水防活動

第９章　水防活動第９章　水防活動

第９章　水防活動

第１　雨量・水位の監視

３１-４２７０

春日井市下条町３－６－２

８２-０１１９春日井市鳥居松町５－４４

春日井市梅ケ坪町１０９－１

消防本部

８３-９１１９

庄内川 春日井

８１-２２１９

３２-３１１１

消防署南出張所

春日井市美濃町１－１２３ 消防署西出張所

庄内川 春日井

春日井 消防署北出張所

９２-６２５１

庄内川 春日井 消防署

電　 話

庄内川

設　 置 　場 　所

庄内川

庄内川

春日井

春日井市藤山台１０－３春日井 消防署東出張所

春日井市田楽町１２９０

庄内川 春日井 ５１-１５１５春日井市高蔵寺町３－２－１ 消防署高蔵寺出張所

水系名 観測所名



頁 行

備　考
修正前 修正後

20 8 第９章 第１ ２ 愛知県水防テレメーターシステム水位観測局 第９章 第１ ２ 愛知県水防テレメーターシステム水位観測局

県水防計画との整合

表記の見直し

 第9章 第1 3 春日井市水防テレメーターシステム水位観測局

追加

18

65番

 TP TP TP TP
―

TP TP

地先

 TP TP TP TP TP TP TP

 TP TP TP TP
―

TP TP

 TP TP TP TP
―

TP TP

 TP TP TP TP TP TP TP

は水防警報（水位周知）基準観測局及び基準水位を表す。単位に「河床ｍ」表示の

ものは河床高を各水位上段に表示

は水防警報（水位周知）基準水位ではないため、参考値としての水位

★

(　　)

★5.00 ★5.70 6.70

11.63

13.90 14.50 14.70 15.00 15.70 16.70

河

床

ｍ

1.63

10.00

★3.90 ★4.50 ★4.70

庄

内

川

八

田

川

★

味美

2/400

尾

張

味美町

３丁目

(3.50) 5.70

34.00

36.04 36.74 37.24 37.84 40.04

河

床

ｍ

-0.34

34.34

(1.70) (2.40) (2.90)

庄

内

川

内

津

川

放

水

路

内津川

放水路

1/400

尾

張

出川町

北之坪

(2.91) 5.01

35.93

37.50 38.10 38.70 39.50 41.60

河

床

ｍ

-0.66

36.59

(0.91) (1.51) (2.11)

庄

内

川

内

津

川

内津川

旧河川

4/400

尾

張

松本町

★2.20 ★2.50 4.60

39.64

40.67 41.27 41.57 41.87 42.17 44.27

河

床

ｍ

-0.17

39.67

(1.10) (1.60) (1.90)

庄

内

川

内

津

川

★

松本

2/100

尾

張

出川町四

石田70-2

地先

11.11 11.71 12.31

9.11

(1.00) (1.60) (2.00) (2.60) 3.20

★氾濫危

険水位ｍ

堤防高

ｍ

庄

内

川

地

蔵

川

勝川

0/350

尾

張

森山田町

河

床

ｍ

-0.11

河床高

ｍ

０

点

高

★水防団

待機水位

ｍ

★氾濫注

意水位ｍ

9.00

10.11 10.71

★出動水

位ｍ

★避難判

断水位ｍ

２　愛知県水防テレメーターシステム水位観測局

水

系

河

川

名

観測

所名

距離

所

管

所在地

単

位



頁 行

備　考
修正前 修正後

22 11 第９章　第３　２　出動準備及び出動の基準と活動内容 第９章　第３　２　出動準備及び出動の基準と活動内容

表記の見直し

22 22 第９章　第３　３　集合指令及び集合場所 第９章　第３　３　集合指令及び集合場所
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第３号

出　動

消防団員

全　員

・洪水による漏水、破堤、水があふれる ・水防作業に必要な資器材を確保するこ

 （越水)の危険が切迫したとき。 　と。

・出動水位に達したとき。 ・水防作業を行う者に対し、必要な技術

・その他水防管理者が必要と認めるとき。 　的指導を行うこと。

第２号

出　動

消防団員の

2/3

・水防管理者が前記以上の警戒人員の増 　に水防本部に連絡するとともに水防工

　強を必要と認めたとき。 　法の措置をとること。

第１号

出　動

消防団員の

1/2

・気象予警報、洪水予報及び水防警報が ・河川等の監視警戒を行い、漏水、堤防

　発令され、水防警戒を必要とするとき。 　の損傷等異常を発見したときは、直ち

　のパトロールを実施すること。

　（越水）等の危険が予想されるとき。 ・その他水防上必要な措置をとること。

・氾濫注意水位（警戒）に達したとき。 ・水こう門等の開閉準備をすること。

・その他水防管理者が必要と認めるとき。

区　分 基　　　準 活　動　内　容

準　備 ２名 以上

・気象予警報、洪水予報及び水防警報が ・水防資器材の整備点検をすること。

　発令されたとき。 ・重要水防箇所を含む水防上の注意箇所

・洪水による漏水、破堤、水があふれる

２　出動準備及び出動の基準と活動内容

３　集合指令及び集合場所

　　　消防団員が水防のために出動準備及び出動する場合は、水防本部からの電話伝令、

　　サイン、警鐘等水防信号によるものとする。なお、各消防団員の集合場所は、各分団

　　詰め所とする。

３　集合指令及び集合場所

　　　消防団員が水防のために出動準備及び出動する場合は、水防本部からの電話伝令に

    よるものとする。なお、各消防団員の集合場所は、各分団詰所とする。



頁 行

備　考
修正前 修正後

23 2

字句変更

23 11 第９章　第４　２　避難勧告等の方法 第９章　第４　２　避難勧告等の方法

字句変更

第９章 第４ １ 水防管理者の避難指示（緊急）又は避難勧告

（法第２９条・災害対策基本法第６０条）

　第９章　第４　１　水防管理者の避難指示又は避難勧告

　　　　　　　　　（法第２９条・災害対策基本法第６０条）

20

第４　避難

１　水防管理者の避難指示又は避難勧告（法第２９条・災害対策基本法第６０条）

　　　水防管理者は、洪水により著しい危険が切迫していると認められるときは、必要と

　　認められる区域の居住者に対し、避難のため立ち退きを指示又は勧告（以下「避難勧

　　告等」という。）する。この場合、春日井警察署長にその旨を通知するものとする。

　　また、災害時要援護者に早めの段階で避難行動を開始することを求める避難準備（災

　　害時要援護者避難）情報を伝達する。

２　避難勧告等の方法

　　　水防管理者が避難勧告等を行うときは、次の方法により周知を徹底し、実効性を有

　　するものとする。

　(３)　　消防公安部は、避難誘導を行うについて技術部と連携し、災害規模・状況に応

　　　　じた活動隊を編成し、地区割り・配車を行うなど速やかに実施する。

　(４)　　避難は、区・町内会や自主防災会など地域組織の協力を得て、可能な限り地域

　　　　単位での集団避難を行う。

　(１)　　本部事務局が行う避難勧告及び避難指示は、区・町内会長へ電話連絡や広報車

　　　　で、避難先、避難経路、避難方法その他必要事項を簡潔に伝達する。

　(２)　　(１)の広報車による伝達については、災害の規模・状況に応じた活動隊を編成

　　　　し、地区割り・配車を行うなど効率的に実施すること。

　(５)　　避難は、老幼・障害者等の災害時要援護者を優先し、社会福祉施設等を含め民

　　　　生委員や地域住民と連携して行う。

　(６)　　消防公安部及び技術部は、春日井警察署と連携・協力し、避難の開始にあわせ

　　　　現場警戒区域を設定し、危険防止等必要な措置を行う。
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　　　水防管理者及び消防長が、決壊や水のあふれ（越水）に起因する氾濫による被害を

　　認知したときは、次のとおり速やかに報告するものとする。

３　決壊等による被害状況の報告

約５秒

（３点）

約３秒

種　別 打　鐘　信　号 余いん防止サイレン信号

出　動

約６秒

２　水防信号

(１)　出動信号

　　　水防団等に属する者の全員が出動すべきことを知らせるもの。

(２)　避難信号

　　　必要と認める区域内の居住者に避難のため立ち退くべきことを知らせるもの。

避　難

約２秒

第５　水防標識

　　水防用緊急自動車としての使用車は、第１図の標識を用いるものとする。

　　水防警報発令の標識は、第２図、第３図の標識を用いる。

　　水防用緊急自動車としての使用車は、第１図の標識を用いるものとする。

　　水防警報発令の標識は、第２図、第３図の標識を用いる。

第５　水防標識及び水防信号

１　水防標識
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第８　費用負担と公用負担

１　費用負担

　　　水防管理団体の水防に要する費用は、当該水防管理団体が負担するものとする。

　　（法第４１条）ただし、他の水防管理団体に対する応援のために要する費用の額及び

　　負担の方法は、応援を求めた水防管理団体と応援した水防管理団体との間の協議によ

　　って決まる。

○ ○　○ ○

平成　　年　　月　　日

春日井市長

○ ○　○ ○  　
印

　　　水防のため必要があるときは、水防管理者又は消防長は、次の権限を行使すること

　　ができる。（法第２８条第１項）

　　ア　必要な土地の一時使用

　　イ　土石、竹林、その他の資材の使用

２　公共負担

　(１)　公用負担権限

　(２)　公用負担権限証明書

　　　公用負担の権限を行使する者は、水防管理者、消防長にあっては、その身分を示す

　　証明書、その他これらのものの命を受けた者にあっては、次のような証明書を携行し、

　　必要な場合にはこれを提示しなければならない。

　　ウ　土石、竹林、その他の資材の収用

　　エ　車両、その他の運搬用機器の使用

　　オ  工作物その他の障害物の処分

公用負担権限証明書

　　 上記の者に、　　の区域における水防法第２８条第１項の権限行使を委任

　 したことを証明します。
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第１２章　水防訓練

第１２章　水防訓練第１２章　水防訓練

第１２章　水防訓練

　　　水防訓練は８月までに１回以上実施することとし、水防工法及び避難訓練を関係

　　の協力を得て実施する総合訓練とする。

　　　なお、市民に対し、水防思考の高揚などを周知徹底するものとする。
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小牧市古雅3-61-3

小牧市新町3-160-108

名古屋市中区三の丸3-1-1

春日井市乙輪町1-1 0568-83-7450

0568-78-6370

0568-77-1828

052-961-1111

052-832-3311

052-331-8111

052-201-9268

0568-85-1177

0568-81-2233

0568-81-2036

0568-81-1550

0568-31-6144

0568-81-6874

052-952-7273

052-259-1367

052-951-2511

0568-76-2191

0568-81-7183

052-564-2476

052-291-2127

0568-47-5700

0568-51-0265

名古屋市中区橘2-9-18

名古屋市中区大須2-4-8

春日井市八田町2-43-12

春日井市鳥居松町3-60

春日井市小木田町107-301

春日井市柏井町2-37

春日井市春見町44

名古屋市東区東桜1-13-3

名古屋市中区新栄1-2-8

052-791-2191

小牧市春日寺1-1

春日井市木附町無番地

名古屋市東区東桜1-14-27

名古屋市昭和区高峯町154

春日井市西山町無番地

名古屋市中村区名駅1-1-4

名古屋市中区大須4-9-60

小牧市高根2-7-1

春日井市鳥居松町4-83

0561-82-0110

春日井市柏井町2-31

春日井市柏原町5-376

名古屋市千種区日和町2-18

名古屋市中区丸の内3-5-10

名古屋市守山区守山3-12-1

0568-31-2188

0568-82-8300

052-751-5124

052-962-9620

052-961-4421

052-961-4421

052-961-7211

052-951-1611

0568-56-0110

052-798-0110

中部経済新聞編集局（小牧支局）

名古屋市役所

〃

〃

名古屋市中区三の丸2-6-1

〃

〃

〃

名古屋市中区三の丸2-1-1

テレビ愛知（株）

中部ケーブルネットワーク（株）

中日新聞春日井支局

朝日新聞春日井通信局

毎日新聞春日井通信部

読売新聞小牧春日井通信部

（一社）春日井建設協会

日本放送協会名古屋放送局

中部日本放送（株）

東海テレビ放送（株）

中京テレビ放送（株）

航空自衛隊第４補給処高蔵寺支所

陸上自衛隊春日井駐とん地

名古屋テレビ放送（株）

東海旅客鉄道株式会社

西日本電信電話(株)名古屋支店

尾張中央農業(協)小牧市高根本店

中部電力（株）春日井営業所

東邦ガス（株）春日井営業所

守山警察署

瀬戸警察署

春日井保健所

(一財)河川情報センター名古屋センター

陸上自衛隊第１０師団

航空自衛隊小牧基地

名古屋市中区三の丸3-1-2

〃

春日井市八田町2-43-1

名古屋市守山区脇田町401

瀬戸市原山町1-2

052-961-2111

052-951-1213

052-961-2111

052-961-2111

052-961-7211

愛知県庁

愛知県建設部河川課

052-953-8119

国土交通省中部地方整備局河川管理課
052-953-8155

052-914-6711

〃

名古屋市北区福徳町5-52

愛知県尾張建設事務所河川整備課

愛知県尾張農林水産事務所

春日井市医師会

名古屋地方気象台

愛知県警察本部

春日井警察署

0568-81-5111

電 話 番 号

名古屋市中区三の丸2-5-1

所　　　在　　　地

国土交通省庄内川河川事務所

愛知県防災局消防課

国土交通省中部地方整備局

通　信　発　信　機　関

春日井市役所

愛知県尾張県民事務所

愛知県尾張建設事務所

愛知県防災局災害対策課

春日井市鳥居松町5-44
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春日井市消防署南出張所

春日井市消防署北出張所

春日井市消防署高蔵寺出張所

春日井市役所坂下出張所

春日井市味美ふれあいセンター

春日井市高蔵寺ふれあいセンター

春日井市南部ふれあいセンター

瀬戸市役所

電 話 番 号

0561-82-7111

小牧市役所

名古屋市消防局

春日井市消防本部

春日井市消防署

春日井市消防署東出張所

春日井市消防署西出張所

春日井市消防団

瀬戸市消防本部

小牧市消防本部

春日井市西部ふれあいセンター

春日井市東部市民センター

春日井市民病院

春日井市勤労福祉会館

味美小学校

白山小学校

勝川小学校

春日井小学校

篠木小学校

鷹来小学校

牛山小学校

鳥居松小学校

小野小学校

八幡小学校

坂下小学校

西尾小学校

高座小学校

不二小学校

玉川小学校

藤山台小学校

神領小学校

山王小学校

松原小学校

所　　　在　　　地

瀬戸市追分町64-1

小牧市堀の内3-1

名古屋市中区三の丸3-1-1

春日井市鳥居松町5-44

春日井市梅ヶ坪町109-1

春日井市藤山台10-3

春日井市美濃町1-123

春日井市下条町3-6-2

春日井市田楽町1290

春日井市高蔵寺町3-2-1

春日井市鳥居松町5-44

瀬戸市苗場町101

小牧市安田町119

春日井市神屋町707

春日井市西本町1-15-1

春日井市高蔵寺町3-2-1

春日井市下条町666-6

春日井市宮町3-8-2

春日井市中央台2-2-1

春日井市鷹来町1-1-1

春日井市東野町字落合池1-2

春日井市味美町3-41

春日井市神領町1-1-8

春日井市勝川新町1-49

春日井市月見町45

春日井市小野町5-70

春日井市春見町23-2

春日井市坂下町5-324

春日井市西尾町6-6

春日井市高蔵寺町北4-777-1

春日井市出川町3-14-1

春日井市玉野町1687

春日井市藤山台3-2

春日井市味美白山町2-3-1

春日井市若草通2-1-1

春日井市宮町字宮町3

春日井市篠木町5-1313-3

春日井市牛山町2150

春日井市田楽町1845

0568-72-2101

052-972-3504

0568-82-0119

0568-81-2219

0568-32-3111

0568-51-1515

0568-92-6251

0568-31-4270

0568-83-9119

0568-85-6381

0561-85-0119

0568-76-0119

0568-88-0024

0568-31-3522

0568-51-0002

0568-85-7878

0568-33-0808

0568-92-8511

0568-57-0057

0568-84-0381

0568-31-2213

0568-31-6545

0568-31-2106

0568-31-2201

0568-81-2536

0568-81-3001

0568-31-3043

0568-81-2601

0568-81-2247

0568-81-2749

0568-88-0001

0568-88-0059

0568-51-0077

0568-51-0029

0568-51-0109

0568-91-3005

0568-81-1884

0568-31-5197

0568-81-8995春日井市東野町1-9

春日井市西山町1575-6 0568-81-7288西山小学校

岩成台小学校

通　信　発　信　機　関

高森台小学校 春日井市高森台8-1 0568-91-4817

0568-91-2556春日井市岩成台6-3


